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呼
ば
れ
る
自
然
発
生
的
な
集
団
抗
議
行

動
の
発
生
と
拡
大
が
注
目
さ
れ
始
め
た

の
も
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
あ
た
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
、
中
国

共
産
党
は
一
党
支
配
体
制
の
維
持
に
対

す
る
危
機
感
を
次
第
に
強
め
て
い
く
。

そ
し
て
、
世
界
最
大
の
権
威
主
義
国
家

の
存
続
と
強
化
を
め
ざ
し
、
党
は
新
た

な
政
治
的
取
り
組
み
を
始
め
る
。
そ
の

ひ
と
つ
が
人
民
代
表
大
会
（
人
代
）
の

制
度
改
革
を
通
じ
た
民
意
の
取
り
込
み

で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
代
を
通
じ
て
自
ら
の

意
志
を
国
家
の
意
志
に
体
現
さ
せ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
支
配
の
正
当
性
を
確
保
す

る
こ
と
が
党
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要

で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
国
内
の
ネ

ッ
ト
利
用
者
数
が
全
人
口
の
半
数
を
突

破
し
、
あ
ら
ゆ
る
言
論
が
氾
濫
す
る
現

実
を
前
に
、
統
治
の
有
効
性
向
上
の
た

め
、
党
が
民
意
の
取
り
込
み
を
重
視
し

つ
つ
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
共
産
党

●
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
る
共
産
党

　

中
国
の
改
革
開
放
政
策
は
文
化
大
革

命
の
否
定
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
共
産
党
（
党
）
に
と

っ
て
は
自
ら
の
否
定
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
の

党
は
、
再
生
の
た
め
に
は
民
の
声
に
耳

を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
と
の
姿
勢
に
依

然
と
し
て
欠
け
て
い
た
。
支
配
の
正
当

性
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
認
識
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る

と
、
党
自
ら
が
市
場
経
済
に
お
墨
付
き

を
与
え
た
こ
と
で
、
企
業
経
営
形
態
の

多
様
化
と
い
う
大
き
な
う
ね
り
が
起
こ

る
。
さ
ら
に
、
開
放
政
策
の
進
展
を
背

景
と
す
る
国
際
交
流
の
拡
大
も
あ
り
、

旧
来
の
手
法
で
は
管
理
し
き
れ
な
い
非

国
家
組
織
（
小
規
模
私
営
企
業
な
ど
の

「
新
経
済
組
織
」
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の

「
新
社
会
組
織
」）
や
個
人
が
誕
生
し
、

拡
大
し
て
い
く
。「
群
体
性
事
件
」
と

に
と
っ
て
は
、
国
民
の
政
治
参
加
を
通

じ
、
い
か
に
し
て
党
外
の
声
を
吸
収
し
、

党
の
意
志
を
体
現
さ
せ
た
法
律
や
政
策

に
反
映
さ
せ
て
い
く
か
が
、
体
制
を
維

持
し
て
い
く
う
え
で
課
題
の
ひ
と
つ
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

共
産
党
が
人
民
代
表
大
会
を
通
じ
、

ど
の
よ
う
に
し
て
民
意
（「
非
党
員
お

よ
び
従
来
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
は

関
与
で
き
な
か
っ
た
党
員
の
意
見
や
願

望
」
と
定
義
）
を
取
り
込
み
、
統
治
の

有
効
性
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
全
国
人
民
代
表

大
会
常
務
委
員
会
（
全
人
代
常
務
委
）

で
の
法
律
制
定
過
程
を
取
り
上
げ
る
。

全
人
代
で
は
な
く
そ
の
常
務
委
員
会
を

対
象
に
分
析
す
る
の
は
、「
一
九
八
二

年
以
降
、
八
〇
％
以
上
の
法
律
は
全
人

代
常
務
委
に
よ
っ
て
審
議
・
採
択
さ
れ

て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
（
参
考
文
献

①
）。
ま
た
立
法
過
程
を
対
象
と
す
る

の
は
、
全
人
代
が
有
す
る
立
法
権
、
監

督
権
、
重
大
問
題
決
定
権
、
人
事
任
免

権
と
い
う
四
つ
の
権
限
の
う
ち
、
大
衆

生
活
と
の
か
か
わ
り
が
深
く
民
意
が
も

っ
と
も
反
映
さ
れ
や
す
い
の
が
立
法
過

程
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

●
党
指
導
確
保
が
民
意
取
り
込
み

の
前
提

　

自
ら
の
意
志
を
国
家
の
意
志
に
体
現

さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
確
実
に
保

証
す
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
な
る
。
そ

こ
で
、
民
意
の
取
り
込
み
を
論
じ
る
に

先
立
ち
、
全
人
代
お
よ
び
同
常
務
委
員

会
で
の
立
法
過
程
に
お
け
る
そ
の
仕
組

み
を
確
認
す
る
。

　

党
は
、
立
法
プ
ロ
セ
ス
（
法
案
の
起

草
、
提
出
、
審
議
と
採
択
）
の
表
舞
台

に
は
立
た
な
い
が
、
ア
ク
タ
ー
へ
の
支

配
権
を
有
し
て
い
る
。

　

中
国
に
は
法
案
起
草
権
を
有
す
る
主

体
を
明
ら
か
に
し
た
法
律
や
条
文
は
存

在
し
な
い
。
し
か
し
、
過
去
の
実
績
に

基
づ
く
と
、
全
人
代
、
同
常
務
委
、
国

務
院
、
最
高
人
民
法
院
、
最
高
人
民
検

察
院
、
中
央
軍
事
委
員
会
、
党
中
央
組

織
、
主
な
社
会
団
体
が
起
草
権
を
行
使

し
て
い
る
。

　

立
法
法
は
法
案
提
出
権
を
有
す
る
主

体
を
以
下
の
と
お
り
定
め
て
い
る
。

「
全
人
代
に
提
出
で
き
る
」
の
は
同
主

席
団
、
同
常
務
委
員
会
、
国
務
院
、
中
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央
軍
事
委
員
会
、
最
高
人
民
法
院
、
最

高
人
民
検
察
院
お
よ
び
全
人
代
各
専
門

委
員
会
、
ひ
と
つ
の
代
表
団
（
全
人
代

は
、
人
民
解
放
軍
を
除
き
、
省
単
位
の

代
表
団
に
よ
っ
て
構
成
）
あ
る
い
は
三

〇
人
以
上
の
代
表
（
連
名
）
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
全
人
代
常
務
委
に
提

出
で
き
る
」
の
は
同
委
員
長
会
議
、
国

務
院
、
中
央
軍
事
委
員
会
、
最
高
人
民

法
院
、
最
高
人
民
検
察
院
、
全
人
代
各

専
門
委
員
会
、
一
〇
人
以
上
の
常
務
委

構
成
メ
ン
バ
ー
（
連
名
）
で
あ
る
。
提

出
さ
れ
た
法
案
の
扱
い
（
審
議
対
象
に

す
る
か
否
か
）
に
つ
い
て
は
、
全
人
代

で
は
同
主
席
団
の
、
全
人
代
常
務
委
員

会
で
は
同
委
員
長
会
議
の
判
断
に
そ
れ

ぞ
れ
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

全
人
代
で
は
全
体
会
議
の
ほ
か
、
各

代
表
団
と
専
門
委
員
会
で
も
審
議
さ
れ

る
。
ま
た
、
主
席
団
常
務
主
席
（
複

数
）
は
代
表
団
団
長
会
議
を
開
催
す
る

こ
と
な
ど
が
で
き
る
。
一
方
、
全
人
代

常
務
委
で
は
全
体
会
議
お
よ
び
グ
ル
ー

プ
会
議
で
審
議
さ
れ
る
。
採
択
は
、
全

人
代
で
は
全
代
表
の
、
同
常
務
委
で
は

全
委
員
の
そ
れ
ぞ
れ
過
半
数
に
よ
る
。

　

こ
れ
ら
の
ア
ク
タ
ー
に
対
す
る
党
指

導
は
以
下
の
二
つ
の
方
法
で
確
保
さ
れ

て
い
る
（
参
考
文
献
②
）。

　

第
一
に
、
人
的
配
置
に
よ
る
支
配
で

あ
る
。
こ
れ
は
党
員
の
数
的
優
位
性
に

よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
主
だ
っ
た
ア
ク
タ
ー
に
お

け
る
党
員
占
有
状
況
を
み
る
と
、
全
人

代
代
表
の
約
七
割
、
国
務
院
職
員
の
約

八
割
は
党
員
で
あ
る
。
全
人
代
を
構
成

す
る
地
方
代
表
団
の
団
長
に
は
大
臣
ク

ラ
ス
の
党
員
が
就
任
し
て
い
る
。
全
人

代
常
務
委
員
会
で
法
案
起
草
作
業
に
従

事
す
る
法
制
工
作
委
員
会
の
主
任
は
党

員
で
あ
る
。
代
表
的
な
全
国
規
模
の
社

会
団
体
の
場
合
、
組
織
全
体
と
し
て
の

党
員
比
率
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
と
思

わ
れ
る
が
、
指
導
部
は
党
員
で
構
成
さ

れ
る
。

　

法
案
の
起
草
・
提
出
主
体
に
対
す
る

指
導
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
前
述
の
と

お
り
、
提
出
さ
れ
た
法
案
を
審
議
の
俎

上
に
載
せ
る
か
否
か
は
全
人
代
で
は
同

主
席
団
の
、
常
務
委
員
会
で
は
委
員
長

会
議
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
二
つ
の
組
織
に
対
す
る
党

指
導
が
実
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
年
一
回
開
催
さ
れ
る
全
人
代

審
議
を
主
宰
す
る
主
席
団
の
中
核
で
あ

る
常
務
主
席
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
一

二
期
（
二
〇
一
三
～
一
八
年
予
定
）
の

場
合
、
一
四
名
の
構
成
員
中
九
名
が
党

員
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
四
名
が

も
う
ひ
と
つ
の
核
で
あ
る
常
務
委
員
会

委
員
長
会
議
の
構
成
員
を
兼
ね
て
い
る
。

　

第
二
に
、「
党
組
」
に
よ
る
組
織
的

支
配
で
あ
る
。

　

党
規
約
に
よ
る
と
、
非
党
組
織
（
企

業
や
居
住
区
）
に
三
人
以
上
の
党
員
が

い
る
と
党
の
基
層
組
織
を
つ
く
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
一
般
的

党
組
織
が
水
平
的
組
織
で
あ
る
の
に
対

し
、
党
規
約
に
は
非
党
組
織
、
と
り
わ

け
各
級
人
代
や
政
府
お
よ
び
主
要
社
会

団
体
の
な
か
に
上
級
党
組
織
か
ら
派
遣

さ
れ
た
幹
部
党
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
「
党
組
」
と
い
う
垂
直
的
党
組
織
の

設
置
を
認
め
る
規
定
が
あ
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
国
家
機
関
な
ど
の
指
導
部
に

設
置
さ
れ
る
党
組
に
は
指
導
上
の
核
心

的
役
割
を
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

そ
の
メ
ン
バ
ー
は
党
組
設
置
を
決
定
し

た
党
組
織
が
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
党
組
が
設
置
さ
れ
て

い
る
国
家
機
関
な
ど
の
指
導
権
は
、
上

級
党
組
織
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
幹
部

党
員
で
構
成
さ
れ
る
機
関
内
党
組
が
握

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
の
考
察
対
象
で
あ
る
全
人
代

常
務
委
員
会
の
他
、
国
務
院
、
最
高
人

民
法
院
、
最
高
人
民
検
察
院
お
よ
び
全

国
的
な
社
会
団
体
に
は
い
ず
れ
も
党
組

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
党
組
は
、
そ
の
上
級
党
組
織
で
あ

る
党
中
央
の
意
志
を
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織

内
で
貫
徹
す
る
こ
と
を
最
大
の
任
務
と

す
る
。
第
一
二
期
全
人
代
の
場
合
、
同

常
務
委
党
組
は
九
名
の
幹
部
党
員
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
ト
ッ
プ
の
組
長

は
全
人
代
委
員
長
で
あ
り
、
党
内
序
列

第
三
位
の
政
治
局
常
務
委
員
で
あ
る
張

徳
江
が
務
め
て
い
る
。

　

そ
し
て
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の

九
名
が
全
人
代
主
席
団
常
務
主
席
と
同

常
務
委
員
会
委
員
長
会
議
構
成
員
を
兼

ね
て
い
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
党
中

央
は
、
張
徳
江
以
下
九
名
の
幹
部
党
員

か
ら
な
る
党
組
を
通
じ
、
全
人
代
と
同

常
務
委
員
会
に
対
す
る
指
導
を
貫
徹
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

●
「
五
カ
年
立
法
計
画
」
策
定
と

民
意
の
取
り
込
み

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
全
人
代
の
立

法
作
業
は
常
務
委
が
制
定
し
た
「
五
カ

年
立
法
計
画
」
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
五
カ
年
立
法
計
画
（
以

下
、
立
法
計
画
）
と
は
、
全
人
代
の
任

期
（
五
年
）
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
り
、

同
常
務
委
員
会
の
責
任
に
お
い
て
作
成

さ
れ
る
「
任
期
中
に
制
定
・
改
正
を
め

ざ
す
法
案
お
よ
び
制
定
に
向
け
て
調
査

研
究
を
進
め
る
法
案
と
そ
れ
ぞ
れ
の
起

草
担
当
機
関
（
あ
る
い
は
全
人
代
で
の

審
議
を
求
め
る
任
を
負
う
責
任
機
関
）

を
記
し
た
リ
ス
ト
」
の
こ
と
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
法
律
制
定
過
程
に
お

け
る
民
意
の
取
り
込
み
に
つ
い
て
の
考



アジ研ワールド・トレンド No.245（2016. 3）　　8

察
は
、
立
法
（
地
方
に
お
い
て
は
条
例

制
定
）
計
画
案
作
成
段
階
か
ら
始
め
る

の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　

第
八
期
（
一
九
九
三
～
九
八
年
）
以

降
、
中
国
の
立
法
作
業
は
立
法
計
画
に

し
た
が
っ
て
進
み
、
よ
う
や
く
こ
れ
が

全
人
代
常
務
委
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
ワ
ー

ク
と
な
る
。
第
八
期
立
法
計
画
制
定
プ

ロ
セ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

　

立
法
計
画
制
定
の
取
り
ま
と
め
は
全

人
代
常
務
委
秘
書
処
に
任
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
ト
ッ
プ
の
秘
書
長
は
委
員
長
会
議

お
よ
び
党
組
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
た
め
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
計
画
策
定
は
党
指

導
下
で
進
む
。
一
九
九
三
年
六
月
、
同

秘
書
処
は
立
法
計
画
を
策
定
す
る
に
あ

た
り
、
全
人
代
各
専
門
委
員
会
、
国
務

院
関
連
部
門
、
最
高
人
民
法
院
、
最
高

人
民
検
察
院
、
中
央
軍
事
委
員
会
法
制

局
お
よ
び
各
人
民
団
体
に
対
し
て
、
制

定
す
る
こ
と
が
適
当
と
思
わ
れ
る
法
案

に
つ
い
て
の
要
望
を
聴
取
し
た
。
こ
れ

ら
の
機
関
は
前
述
の
と
お
り
、
い
ず
れ

も
党
の
指
導
が
行
き
わ
た
っ
て
い
る
部

署
で
あ
り
、
組
織
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
秘
書
処
は
、
全
人
代
各
専

門
委
員
会
や
国
務
院
関
連
部
門
な
ど
五

〇
部
門
か
ら
出
さ
れ
た
一
七
七
本
の
立

法
要
求
を
対
象
と
し
た
絞
り
込
み
作
業

を
行
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の

段
階
で
、
秘
書
処
が
全
国
各
地
で
関
連

の
調
査
研
究
を
行
っ
た
以
外
に
、
北
京

在
住
の
法
学
研
究
者
や
経
済
学
研
究
者

を
集
め
た
座
談
会
を
開
催
し
、
彼
ら
の

コ
メ
ン
ト
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
八
期
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、

第
一
〇
期
（
二
〇
〇
三
～
〇
八
年
）
の

場
合
、
全
人
代
常
務
委
が
開
催
し
た
意

見
聴
取
の
た
め
の
座
談
会
に
は
憲
法
、

民
法
、
刑
法
、
行
政
法
な
ど
を
専
門
と

す
る
二
〇
人
近
い
学
者
が
参
加
し
た
。

そ
し
て
彼
ら
の
提
案
に
基
づ
き
、
破
産

法
、
反
独
占
法
、
緊
急
事
態
法
な
ど
が

立
法
計
画
に
組
み
込
ま
れ
た
。

　

秘
書
処
に
よ
る
絞
り
込
み
を
経
て
策

定
さ
れ
た
立
法
計
画
案
（
一
五
二
件
）

は
、
最
終
的
に
は
全
人
代
常
務
委
党
組

か
ら
党
中
央
に
回
さ
れ
、
一
九
九
四
年

一
月
二
六
日
、
党
中
央
は
こ
れ
を
承
認

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
立
法
計
画
制
定
段
階

は
党
指
導
下
で
進
ん
で
い
く
も
の
の
、

専
門
家
や
学
者
の
見
解
に
限
定
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
、
一
定
の
民
意
取
り
込

み
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
民

意
を
ふ
ま
え
た
最
終
計
画
が
党
中
央
の

承
認
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
一
般
大
衆
の
意
見
や
要

望
は
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
、
彼
ら

の
関
与
に
よ
っ
て
当
初
の
立
法
計
画
に

ど
の
よ
う
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
、
中
央
レ
ベ

ル
（
全
人
代
常
務
委
員
会
）
で
は
そ
の

実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
地
方
人
代
で
の
実
践
に
目
を
向

け
る
と
、
計
画
策
定
に
お
け
る
一
般
大

衆
の
か
か
わ
り
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
。

　

原
案
を
大
幅
に
修
正
さ
せ
る
と
い
う

形
で
大
衆
の
提
案
が
計
画
制
定
に
影
響

を
与
え
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
事
例
が
、

北
京
市
人
代
常
務
委
員
会
「
二
〇
〇
三

年
―
二
〇
〇
七
年
条
例
計
画
」
の
制
定

で
あ
る
。

　

二
〇
〇
二
年
一
〇
月
か
ら
同
年
末
に

か
け
て
、
北
京
市
人
代
常
務
委
員
会
は

条
例
の
制
定
「
計
画
草
案
作
成
」
の
た

め
、
関
連
す
る
政
府
部
門
以
外
に
、
同

市
人
代
常
務
委
が
市
弁
護
士
協
会
、
私

営
個
人
経
済
協
会
な
ど
の
業
界
団
体
や

社
会
団
体
、
大
学
や
研
究
機
関
と
い
っ

た
広
範
な
組
織
か
ら
見
解
を
求
め
た
。

　

そ
し
て
二
〇
〇
三
年
六
月
一
〇
日
、

計
五
八
本
の
条
例
な
ど
（
う
ち
、
新
規

制
定
四
三
、
改
正
一
五
）
か
ら
構
成
さ

れ
る
草
案
を
公
開
し
、
翌
一
一
日
か
ら

一
〇
日
間
と
い
う
短
い
期
間
で
あ
る
が

制
定
・
改
正
す
べ
き
条
例
な
ど
に
つ
い

て
、
一
般
市
民
か
ら
の
要
望
を
聴
取
し

て
い
る
（「
計
画
確
定
」
の
た
め
の
民

意
聴
取
）。
こ
の
聴
取
を
受
け
て
市
人

代
常
務
委
内
部
で
改
め
て
検
討
し
た
後
、

九
月
三
日
に
六
五
本
か
ら
な
る
計
画
リ

ス
ト
が
正
式
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
を

み
る
と
、
草
案
に
あ
っ
た
五
八
本
の
う

ち
、
そ
の
ま
ま
最
終
リ
ス
ト
入
り
し
た

も
の
は
三
七
本
に
と
ど
ま
り
（
全
五
八

本
中
の
約
六
四
％
）、
ま
た
四
本
は
時

期
尚
早
な
ど
の
理
由
で
当
面
は
調
査
研

究
対
象
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
当
初
の

リ
ス
ト
か
ら
は
一
七
本
（
同
約
二
九

％
）
が
排
除
さ
れ
、
草
案
に
は
入
っ
て

い
な
い
が
新
た
に
正
式
リ
ス
ト
に
入
っ

た
も
の
は
二
四
本
（
全
六
五
本
中
の
約

三
七
％
。
う
ち
、
調
査
研
究
対
象
七
）

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

●
個
人
所
得
法
第
六
回
改
正
と
民

意
の
取
り
込
み

　

次
に
、
個
々
の
法
律
制
定
に
際
し
て

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集
を
通
じ

た
、
民
意
の
取
り
込
み
状
況
に
つ
い
て
、

個
人
所
得
税
法
第
六
回
改
正
の
事
例
を

用
い
て
考
察
す
る
。

　

二
〇
一
一
年
四
月
、
国
務
院
か
ら
提

出
の
あ
っ
た
同
法
改
正
案
に
対
す
る
一

回
目
の
審
議
を
行
っ
た
第
一
一
期
全
人

代
常
務
委
員
会
第
二
〇
回
会
議
は
、
給

与
所
得
者
を
対
象
と
し
た
個
人
所
得
税

の
月
額
基
礎
控
除
額
（
税
徴
収
対
象
の

最
低
額
）
を
そ
れ
ま
で
の
二
〇
〇
〇
元

か
ら
三
〇
〇
〇
元
に
引
き
上
げ
る
（
そ

の
最
大
の
目
的
は
、
徴
収
対
象
を
よ
り

限
定
す
る
こ
と
に
あ
る
）
こ
と
を
柱
と
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す
る
改
正
方
針
を
示
し
た
。
本
件
へ
の

大
衆
の
関
心
は
き
わ
め
て
高
く
、
審
議

終
了
後
、
常
務
委
が
人
代
ネ
ッ
ト
を
つ

う
じ
て
改
正
案
に
対
す
る
意
見
の
募
集

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
一
カ
月
の

間
に
、
延
べ
八
万
人
以
上
の
一
般
大
衆

か
ら
計
二
三
万
七
六
八
四
件
も
の
意
見

が
寄
せ
ら
れ
た
。
最
大
の
焦
点
と
な
っ

た
月
額
基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ
に
つ

い
て
ネ
ッ
ト
で
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
う

ち
、
原
案
が
示
し
た
三
〇
〇
〇
元
へ
の

引
き
上
げ
に
賛
成
す
る
も
の
は
一
五
％
、

三
〇
〇
〇
元
以
上
へ
の
引
き
上
げ
を
求

め
る
も
の
が
八
三
％
だ
っ
た
。
ま
た
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
な
い
も
の

の
、
税
徴
収
の
対
象
と
な
る
最
低
ラ
イ

ン
の
上
昇
幅
を
低
く
抑
え
る
こ
と
を
主

張
す
る
専
門
家
や
人
代
代
表
に
対
す
る

厳
し
い
批
判
が
専
門
誌
な
ど
で
展
開
さ

れ
た
。
人
代
代
表
と
い
う
当
局
色
を
帯

び
た
人
々
に
対
す
る
集
中
砲
火
は
、
言

論
統
制
が
厳
し
い
中
国
に
お
い
て
き
わ

め
て
異
例
の
事
態
だ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
厳
し
い
世
論
を
も
考
慮

し
て
か
、
よ
り
多
く
の
ル
ー
ト
を
つ
う

じ
て
大
衆
の
意
見
を
理
解
す
る
必
要
性

を
感
じ
た
全
人
代
法
律
委
員
会
、
同
財

経
委
員
会
お
よ
び
同
常
務
委
法
制
工
作

委
員
会
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募

集
期
間
中
の
終
盤
で
、
全
国
総
工
会

（
官
製
の
全
国
的
労
働
組
合
）
代
表
、

高
所
得
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
そ
し
て
ネ
ッ

ト
ユ
ー
ザ
ー
（
た
と
え
ば
、
山
西
省
の

炭
鉱
労
働
者
）
を
集
め
、
対
面
方
式
で

の
意
見
聴
取
を
行
っ
た
。
二
七
名
の
参

加
者
の
う
ち
、
湖
北
省
の
セ
メ
ン
ト
工

場
販
売
員
は
三
〇
〇
〇
元
を
四
〇
〇
〇

元
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
、
北
京
市
タ

バ
コ
専
売
局
職
員
は
北
京
や
上
海
と
い

っ
た
裕
福
な
地
域
に
つ
い
て
は
五
〇
〇

〇
元
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
。
立
法
過
程
で
の
全
人
代
に
よ
る

ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
と
の
対
面
式
意
見
交

換
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
以
上
の
プ
ロ
セ
ス
の
後
に

開
催
さ
れ
た
委
員
長
会
議
に
お
い
て
、

全
人
代
常
務
委
の
「
指
導
者
」
が
「
税

徴
収
の
最
低
ラ
イ
ン
は
月
収
三
〇
〇
〇

元
」
と
い
う
当
初
の
案
を
三
五
〇
〇
元

に
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と

判
断
し
、
国
務
院
の
見
解
を
求
め
た
後
、

全
人
代
常
務
委
で
そ
の
と
お
り
決
議
さ

せ
た
。
こ
こ
に
は
、
民
意
に
配
慮
し
つ

つ
も
最
終
判
断
は
党
が
行
う
と
い
う
構

図
が
み
て
取
れ
る
。
こ
の
結
果
、
税
徴

収
対
象
者
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
全
体
の
二

八
％
か
ら
七
・
七
％
に
ま
で
減
少
し
た

と
い
う
。
ま
た
、
課
税
対
象
額
が
一
五

〇
〇
元
未
満
（
つ
ま
り
、
月
収
五
〇
〇

〇
元
未
満
）
の
給
与
所
得
者
に
対
す
る

課
税
率
も
当
初
案
の
五
％
か
ら
最
終
的

に
は
三
％
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

●
予
定
調
和
は
実
現
す
る
の
か

　

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
全
国
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
で
の
立
法
過
程
に

お
い
て
、
党
が
自
ら
の
意
志
を
国
家
の

意
志
に
体
現
す
る
一
方
で
、
い
か
に
民

意
を
意
識
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
か
、

そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
端
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
の
結
果
、
党
中
央
は
、
全
人

代
常
務
委
を
通
じ
、
五
カ
年
立
法
計
画

作
成
プ
ロ
セ
ス
と
個
々
の
法
律
制
定
過

程
で
民
意
の
取
り
込
み
を
行
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
党
の
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
点
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
地

方
人
代
で
は
全
人
代
常
務
委
以
上
に
、

民
意
の
取
り
込
み
が
進
ん
で
い
る
可
能

性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。

　

一
党
支
配
体
制
を
堅
持
し
つ
つ
も
、

人
代
を
通
じ
た
法
整
備
を
進
め
る
こ
と

で
統
治
の
有
効
性
向
上
を
図
る
と
い
う

方
針
は
、
習
近
平
を
ト
ッ
プ
と
す
る
現

指
導
部
も
継
承
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
三
日
の
一
八
期

四
中
全
会
決
定
や
二
〇
一
五
年
三
月
一

五
日
の
第
一
二
期
全
人
代
第
三
回
会
議

で
採
択
さ
れ
た
修
正
立
法
法
に
よ
っ
て
、

明
ら
か
に
な
る
。

　

中
国
共
産
党
は
「
西
側
民
主
」
を
否

定
す
る
一
方
で
、
人
代
を
中
核
に
据
え

る
「
中
国
式
法
治
」
制
度
を
通
じ
て
自

ら
の
意
志
を
国
家
の
意
志
に
置
き
換
え

る
こ
と
こ
そ
が
「
真
の
民
主
」
で
あ
り
、

「
中
国
の
特
色
あ
る
民
主
」
で
あ
る
と

主
張
す
る
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
国
民

の
意
志
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
国
民
の
声
に
適
切
に
対
応
す
る

こ
と
が
益
々
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
党
は
、
引
き
続
き
全
人
代
と

人
代
制
度
を
ひ
と
つ
の
重
要
な
ツ
ー
ル

と
し
て
利
用
し
、
政
策
過
程
に
民
意
を

取
り
込
ん
で
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
人
代
（
議
会
）
と
い
う
場
で
自

ら
の
主
張
の
展
開
を
認
め
ら
れ
始
め
た

大
衆
が
、
党
が
め
ざ
す
予
定
調
和
的
な

未
来
を
保
障
す
る
パ
ー
ツ
と
し
て
動
く

と
は
限
ら
な
い
。
指
導
部
の
自
信
表
明

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
中
国
の
特
色
あ

る
民
主
」
に
よ
る
体
制
維
持
の
有
効
性

は
、
今
後
の
実
践
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
す
わ　

か
ず
ゆ
き
／
静
岡
県
立
大
学

国
際
関
係
学
部
教
授
）

《
参
考
文
献
》

① 

唐
亮
『
現
代
中
国
の
政
治
―
―
「
開

発
独
裁
」
と
そ
の
ゆ
く
え
』
岩
波
書

店
、
二
〇
一
二
年
。

② 

魏
姝
「
従
組
織
滲
透
到
多
元
化
策

略
：
執
政
党
対
人
大
的
領
導
与
控
制

方
法
研
究
」（『
中
国
共
産
党
』
二
〇

一
五
年
第
一
〇
期
、
二
〇
一
五
年
）

二
六
―
三
二
ペ
ー
ジ
。


